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27
花泉農村集落多目的共同利用施設
（日形市民センター）

講座室 163.56 １時間 800 900 100 増
研修・会議室等Ａ（集会施設及び
準じる施設）

花泉農村集落多目的共同利用施
設条例

27
花泉農村集落多目的共同利用施設
（日形市民センター）

多目的ホール 134.40 １時間 600 700 100 増
研修・会議室等Ａ（集会施設及び
準じる施設）

花泉農村集落多目的共同利用施
設条例

27
花泉農村集落多目的共同利用施設
（日形市民センター）

研修室 49.88 １時間 200 300 100 増
研修・会議室等Ａ（集会施設及び
準じる施設）

花泉農村集落多目的共同利用施
設条例

27
花泉農村集落多目的共同利用施設
（日形市民センター）

調理室 48.14 １時間 200 300 100 増
研修・会議室等Ａ（集会施設及び
準じる施設）

花泉農村集落多目的共同利用施
設条例

27
花泉農村集落多目的共同利用施設
（日形市民センター）

小和室　※会議室から
名称変更

37.35 １時間 200 200 0 据置
研修・会議室等Ａ（集会施設及び
準じる施設）

花泉農村集落多目的共同利用施
設条例
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